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橿原市監査公表第７号 
  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４２条第１項の

規定に基づき請求のあった「橿原市職員措置請求」（以下「本件監査請求」とい

う。）について、同条第４項の規定により監査した結果、次のとおり公表します。 
  
   平成２６年６月２７日 
  
                    橿原市監査委員 北川  洋 

橿原市監査委員 多田  実 

 
橿原市職員措置請求に関する監査結果について 

 

第１ 請求の受付 

１ 請求人 

 

 

２ 請求書の提出 

平成２６年５月２７日 

 

３ 請求の内容 

請求人ら提出の住民監査請求書及び主張補充書面（以下「住民監査請求書

等」という。）によると、主張事実の要旨及び措置請求は、次のとおりである。 

 

（以下（１）主張事実の要旨から（２）措置請求までについては、誤字等一

部修正を加えた部分もあるが、その他は住民監査請求書等の原文のまま掲載し

ている。） 

 

（１）主張事実の要旨 

橿原市長は、当時の市議会議員Ａ、Ｂに対し、それぞれ平成２４年８月３

１日に支出された平成２４年度全国市議会議長会欧州都市行政調査団（以下、

「本件調査団」という。）への参加負担金５５３，３０２円と平成２４年９月

２５日に支出された費用弁償４１，７６０円のそれぞれ違法・不当金額計５

９５，０６２円、合計１，１９０，１２４円については、調査視察旅行とい

う名前を借りた私的な観光旅行に対する支出であるので、返還請求をする等
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必要な措置を求める。 

法第２３２条の２に「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合に

おいては、寄附又は補助をすることができる。」とあり、橿原市補助金等交付

規則第２条（１）補助金等では、「市が交付する補助金、交付金及び負担金

等」と定められている。議員２名は、本視察旅行において「公益」は全くな

く私的に使っていることから、法第２３２条の２に反した支出であり、違

法・不当である。 

また、地方財政法第４条には「地方公共団体の経費は、その目的を達成す

るための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。」とある。

本視察旅行において、橿原市政には役立たない旅行であり、そもそも目的の

ない観光旅行であることから、地方財政法第４条に反した支出であり、違

法・不当である。 

 

  ① 当時の議員であったＡ議員とＢ議員は、「本件調査団」に参加し、平成２４

年１０月３日から１０月１１日の日程で英国・ロンドン、フィンランド・ヘ

ルシンキ、ドイツ・ヴュルツブルク～オッフェンバッハを旅行した。 

② Ｂ議員の「欧州都市行政調査における報告書」の内容は簡単な概要説明が

主で、かかった費用、効果、橿原市政に対してどのように役立てるか等の感

想は書かれていない。自ら本やパソコン等での事前調査をした形跡もないお

粗末な報告書である。また、これら視察の成果に関する議会での一般質問も

全くされていない。 

③ Ａ議員の「欧州都市行政調査における報告書」の内容は簡単な日程と訪問

先の説明だけで、かかった費用、効果、橿原市政に対してどのように役立て

るか等の感想は書かれていない。自ら本やパソコン等での事前調査をした形

跡もないお粗末な報告書である。報告書の末尾に「以上の調査で得た貴重な

経験と知識を今後の橿原市の発展や施策の推進に参考にして寄与したいと考

えている。」と書かれているが、これら視察の成果に関する議会での一般質問

も全くされていない。それどころか、このすぐ後の１２月議会では次の選挙

には出馬しない、議員を引退するとの表明がされた。 

④ 「本件調査団」は絶対に参加しなければならないものではない。参加者は

合計でたった２６名、うち奈良県では橿原市の議員２名だけである。インタ

ーネットを通じ、居ながらにして手に入る時代となり、海外研修制度の意義

は薄れている。他府県も東日本大震災以降に自粛・廃止の方向に進んでいる。 

⑤ 真剣に橿原市政の課題と向かい合い、そのための視察であれば相応の成果

を持ち帰り、市政への具体的提言がなされてしかるべきであるが、それらし
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きものは何も見当たらない。市民への報告もなく、欧州への観光旅行であり、

市税の無駄遣いである。 

⑥ 議長だけの承認で、本会議での審議が省略されて実施され、研修の目的や

内容と本人負担額についてきちんと議論していなかったことも、「議員研修」

を観光旅行的なものにしてしまっている。 

⑦ 山梨県議会議員らが２００９年から１０年にかけ、韓国やエジプト・トル

コ、米国などへの研修や視察について、「実質的には海外研修に名を借りた観

光旅行中心の私的旅行というべきだ」などとして、県に対し、全額を返還さ

せるよう命じた判決が平成２６年５月１９日に最高裁で確定した。（平成２５

年（行コ）第１６７号 旅費等返還請求事件） 

よって、違法・不当な公金の支出にあたる。 

 

【監査請求期間】 

監査請求期間について、法第２４２条第２項による「１年を経過したと

きはこれをすることができない」に当らない理由 

「かしはら市議会だより」の「議員活動状況・議員行政視察［政務調査

費を含む］」には、行政視察の視察日・視察先・件名・視察議員名が記載さ

れている。しかし、本件２名の議員が「本件調査団」に参加したことにつ

いて、年４回発行されている「かしはら市議会だより」の「議員活動状

況・議員行政視察［政務調査費を含む］」欄にもホームページにも掲載され

ていない。私たちは過去１０年間、平成２４年度以降も年４回の市議会定

例会・委員会を傍聴してきたが、市議会議案・一般質問、その他議会事務

局の説明は一切なかった。そのため、住民は、橿原市が議員に支出した財

務会計行為を知らされなかった。（最高裁判例 昭和６３年４月２２日判決

最高裁第二小法廷判決・判例時報１２８０号）今回、本件について知った

のは、私たちが平成２６年４月に提訴した平成２４年度橿原市議会議員の

政務調査費返還訴訟の資料とするために平成２６年４月１日に情報公開請

求し、平成２６年４月２４日に公開された文書（平成２６年４月１４日付

橿議第１８３号の２）で知ることとなった。 

 

（２）措置請求 

請求人らは橿原市監査委員（以下「監査委員」という。）に対し、違法・不

当金額の返還請求をする等必要な措置を求めて申立てる。 

 

４ 請求の要件審査、受理 
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本件住民監査請求書は、平成２６年５月２７日に提出され同日受領したが、

請求人らが主張する違法及び不当な公金の支出から既に１年を徒過していた。

法第２４２条第２項ただし書の要件を具備しているか否かにつき、書面による

形式審査では、請求人らが主張する監査請求の請求期間を徒過した正当な理由

の存否について判断できないため、監査の中で審査することとし、その他の部

分については法第２４２条第１項所定の要件は具備しているものと認め、監査

委員は平成２６年６月９日にこれを受理した。 

 

なお、本件監査請求については、監査の公平性を担保するため、議会選出の

大保由香子監査委員は監査を行わず、識見の監査委員のみで監査を実施した。 

 

第２ 監査の実施 

１ 請求人らの証拠の提出及び陳述 

監査委員は、法第２４２条第６項の規定に基づき、請求人らに対し、証拠の

提出と陳述の機会を設けたが、請求人らから陳述を行わない旨の意思表示があ

ったため、陳述を実施しなかった。また、請求人らから新たな証拠の提出はな

されなかった。 

 

２ 監査対象事項 

本件調査団参加負担金及びこれに係る費用弁償の支出（以下「本件公金支

出」という。）について監査の対象としたが、前記のとおり、本件監査請求は、

本件公金支出から法第２４２条第２項に定める住民監査請求の期間制限を徒過

しているため、まず、監査対象事項の事実確認を行うとともに、法第２４２条

第２項ただし書の正当な理由の存否につき検討した。 

 

３ 監査対象部局 

議会事務局 

 

４ 関係人調査 

監査委員は、法第１９９条第８項の規定により、平成２６年６月２５日に議

会事務局長、議会事務局副局長及び議事課長に対し、それぞれ事情聴取を行っ

た。 

 

第３ 監査結果 

本件監査請求についての監査の結果は、合議により次のように決定した。 
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（主文） 

本件監査請求は、これを却下する。 

以下、その理由について述べる。 

（理由） 

１ 事実の確認 

請求人らが提出した証拠及び関係人らからの事情聴取並びに監査委員事務局

の調査の結果、次の事実が認められた。 

（１）全国市議会議長会海外都市行政調査団について 

全国市議会議長会（以下、「議長会」という。）は法第２６３条の３に定

める、地方公共団体の議会の議長が、その相互間の連絡、共通する問題協議

及び処理のために設けた「全国的連合組織」であり、総務大臣への届出団体

で、地方自治の本旨に沿い、都市の興隆発展を図ることを目的として、国内

全ての市議会をもって構成された団体である。 

議長会では、例年、諸外国における地方行財政の実態や行政施策及び議会

制度等について調査する海外都市行政調査団の派遣を実施し、各市議会から

参加を募っている。平成２４年度においては、本件調査団を含めた豪州・ニ

ュージーランド及び米国・カナダの３調査団の派遣を計画し、平成２４年４

月６日付けで各市議会議長宛に案内文書を送付している。 

（２）本件調査団への参加及び議員派遣について 

   議員の派遣については、法第１００条第１３項において、「議会は、議案

の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会にお

いて必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派

遣することができる。」と規定されており、また、橿原市議会会議規則（昭

和４４年橿原市議会規則第１号）第１５９条第１項は「法第１００条第１３

項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定す

る。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定すること

ができる。」、同条第２項は「前項の規定により、議員の派遣を決定するに

当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなけれ

ばならない。」と規定している。そして、橿原市議会先例・事例集申し合わ

せ事項において、研修視察について「議員の海外派遣は、あらかじめ全体協

議会で協議のうえ、会議において派遣議員を決定するのが例である。」とし

ている。 

平成２４年６月２０日に開催された橿原市議会全体協議会において、海外

都市行政調査団等の概要と本市からの希望者の募集について議会事務局より

説明があり、同日、Ａ議員及びＢ議員から本件調査団への参加の旨の申出が
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あった。その後、議会の閉会中であった平成２４年８月１７日に、橿原市議

会会議規則第１５９条第１項及び第２項の規定により、議長において両議員

の派遣が決定された。 

（３）本件調査団に係る支出及び精算について 

本件調査団への参加負担金については平成２４年８月３１日に、費用弁償

の概算旅費については同年９月２５日にそれぞれ支出され、概算旅費は同年

１０月１７日に精算され、橿原市議会議員の議員報酬等に関する条例（平成

２０年橿原市条例第１５号）等に基づき処理されている。 

 

２ 請求期間の徒過と監査委員の判断 

法第２４２条第２項本文は、監査請求できる期間について、「当該行為のあっ

た日又は終わった日から１年を経過したときは、これをすることができない。」

と規定し、監査請求について時間的制限を設けている。その趣旨は、当該行為

が地方公共団体の機関又は職員の行為である以上、いつまでも争いうる状態に

しておくことは、法的安定性の見地から好ましいことではないので、なるべく

早く確定させようとしたことにある。 
前記のとおり、請求人らが平成２６年５月２７日に提出した本件住民監査請

求書において違法・不当と主張する本件公金支出は、平成２４年８月３１日及

び同年９月２５日に支出され、同年１０月１７日に精算処理されているから、

本件公金支出と本件監査請求との間に少なくとも１年７か月余の期間が経過し

ているため、法第２４２条第２項本文の１年の行使期間の要件を欠くことは明

らかであり、請求人らも１年を徒過していることを認めている。 
もっとも、法第２４２条第２項ただし書は、「正当な理由があるときは、この

限りでない」と規定し、財務会計上の行為から１年経過後の住民監査請求であ

っても「正当な理由」がある場合は、例外的に監査請求を認めており、請求人

らも本件監査請求には「正当な理由」があると主張し、その根拠として、かし

はら市議会だより、ホームページ、市議会定例会・委員会等では本件調査団へ

の参加について一切触れられず、平成２６年４月２４日に別件の情報公開請求

の開示を受けたときに初めて知ったので、法第２４２条第２項ただし書の「正

当な理由」が存在すると主張している。 
法第２４２条第２項ただし書の「正当な理由」の有無は、特段の事情のない

限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみ

て当該財務会計上の行為の存在及び内容を知ることができたかどうか、また、

当該行為を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をした

かどうかによって判断すべきものである（最高裁判所平成１４年９月１２日第
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一小法廷判決同旨）。そして、普通地方公共団体の住民が相当の注意力を尽くし

ても客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知

ることができなかった場合も正当理由が認められると解される。したがって、

「正当な理由」があるか否かについては、通常の注意力でなく相当の注意力を

もってする調査をすれば客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為

の存在又は内容を知ることができたと解されるときから相当な期間に監査請求

をしたかどうかによって判断すべきである。上記の住民が相当の注意力をもっ

てする調査としては、マスコミ報道や市や議会等の広報誌等によって提供され

る情報だけに注意を払っていれば足りるものではなく、住民であれば誰でもい

つでも閲覧できる情報等については、それが閲覧等をすることができる状態に

置かれれば、その頃には住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて

知ることができるというべきである 
そこで、本件監査請求につき、法第２４２条第２項ただし書の「正当理由」

が存在するか否かを検討する。 
本市では、橿原市議会情報公開条例（平成１１年橿原市条例第９号）及び橿

原市情報公開条例（平成１０年橿原市条例第１５号）を各制定し、情報公開制

度を整備しており、財務会計上の行為の完了の日と近接した日から、当該行為

に関する公文書は公開されており、開示請求をすることにより情報を取得し内

容を知ることができる。本件監査請求の対象となる財務会計上の行為に関する

平成２４年度全国市議会議長会欧州都市行政調査団への参加負担金に係る支出

負担行為兼支出命令書等については、平成２４年８月３１日、同年９月２５日、

同年１０月１７日のそれぞれの支出日等以降、誰もが、開示請求することによ

り閲覧可能な状態にあり、客観的にみて監査請求をするに足りる程度に財務会

計上の行為の存在及び内容を知ることができたと考えられる。 
さらに、本件調査団への参加については、かしはら市議会だより及び市議会

ホームページに記載はないものの、平成２４年１２月６日開催の平成２４年橿

原市議会１２月定例会の本会議において議会事務報告として書面で報告されて

いる。これは、同定例会出席者等への配布に留まるのみならず、後日発行され

る同定例会会議録にも掲載されており、平成２５年３月５日に広報広聴課及び

橿原市立図書館へ送付されている。請求人らは、過去１０年間にわたり定例会

等の傍聴を続けていることを住民監査請求書等で述べているところ、会議録の

存在についても知ることができたと考えられ、会議録は遅くとも平成２５年３

月７日には広報広聴課所管の行政資料閲覧コーナーにおいて、同年４月１日に

は橿原市立図書館において、それぞれ誰もが閲覧できる状態に置かれていたこ

とから、請求人らは会議録を閲覧することにより、住民監査請求をするのに必
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要な財務会計上の行為の内容と十分な資料を入手することが可能であったと解

される。本件監査請求は、会議録が閲覧できる状態に置かれた時点から既に１

年１か月余の期間が経過しており、「正当な理由」が認められる相当な期間内に

なされた監査請求と認めることはできない。 
また、請求人らの一人は本件調査団の派遣前の平成１７年度に実施された議

長会主催の海外都市行政調査団への参加に係る関係文書について、平成１８年

１月３０日付けで情報公開請求を申請し、公開決定を受けて同年２月１５日に

は当該文書を受け取り、議長会が主催する議員の海外都市行政調査団の派遣制

度について知っていたことからも、平成２４年度に実施された本件調査団への

参加については知ることができたと考えられる。 
 

３ 結論 

以上のとおり、本件監査請求は監査請求期間を徒過しており、かつ、徒過し

たことについて「正当な理由」は存在しないから、法第２４２条第２項に定め

る要件を欠いた不適法な住民監査請求である。 

以上のことから、主文のとおり判断する。 


